
当院の人員体制については下記の通りになります。

・医師（医師配置加算1）
医師は２名以上が配置されています。

・看護職員、看護補助職員
（看護配置加算1、看護補助配置加算１）
看護師3名を含む、10名以上が配置されています。
看護補助職員2名以上が配置されています。

・夜間配置
（夜間看護配置加算１、夜間緊急体制確保加算）
病棟における、夜間の人員体制については看護職員
1名、看護補助職員1名以上が配置されています。

医師は当番制となっており、緊急の病変に備えた　
体制を確保しております。
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